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1920年代初頭における日本と中国の女性定期刊行物 
―呉覚農が紹介・論争した女性運動論からみる― 

 

 

前 山 加奈子 

 

一． 

 

 呉覚農は後に「茶者聖」といわれた。その名の通り茶学を発展させて，新中国成

立後間もない時期（1950年～52年）に，農業部副部長と中国茶葉公司経理（社長）

を兼任して茶葉業を促進し，国内販売量の増加だけでなく輸出量も引き上げた。ま

た専門家育成の道を築いた１。そのような呉覚農が，日本留学前後にまったく分野

の異なる，女性関連の訳著述を多く発表していたことは，すでに拙稿「Y.D.とは誰

か―日本の女性問題を紹介・論評した呉覚農について」２において述べた。それは

西欧の近代市民思想や社会・政治制度が直接・間接的に中国に入り始めた時期に当

たっている。志す専門領域が何であれ，当時の青年たちは自らの生涯をどのように

生きるべきか模索し，至近の家族・婚姻問題から社会における女性問題全般へ関心

の領域を広げていった。そこには伝統と規範だけでなく，経済構造や法制度などが

強固に絡み付いていることを知り，新しい状況を求めていった。 

 呉覚農の訳著述の中で，家族や婚姻問題などに関するものは，前述の拙稿「Y.D.

とは誰か」で取り上げた。本稿ではそれを踏まえ，あらたに女性運動に関連するも

のを扱う。そして関連分野を中心に当時の日本における女性関連の刊行物を紹介し

ながら相互の関係性や背景を考えていきたい。ここでは性別を表すのに，執筆者は

「女性／男性」を用いるが，引用文中は原著に記載された「女子／婦女／婦人／女

性」をそのまま敢えて統一せずに用いる。 

 

二． 

 

 呉覚農は1897年浙江省上虞に生まれ，杭州の浙江省甲種農業専科学校で学んだ。

母校で助手を勤めた後，公費で1919年に日本へ留学した。その年は周知のごとく五

四運動の年でもあり，呉覚農たち浙江省の学生たちも運動の渦中にあった。女性問

題に関心を抱いたのもこのような新しい運動と緊密な関連性を持っていたといえる
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だろう。 

 日本留学前に呉覚農が執筆したものは，『婦女雑誌』に書いた「蜜蜂飼育法」（1：

11 1915年11月）と「牡丹栽培法」（4：12 1918年12月）であった。前述したよう

に呉覚農は農学を専攻し，日本留学に当っては，特に茶葉を選んだ。この分野での

留学志望者が少ないため，官費留学生となれる可能性が比較的大きかった３ことが

その理由であった。初めから茶葉研究を志したものではない。 

 留学前後の1919年から1929年の10年間に，呉覚農は上海における革新的な女性刊

行物に多くの訳述や著述を載せている。そのため，後に作家となった夏衍（本名は

沈瑞先）は，当時の呉覚農を「婦女運動の活動家」と思い込んでいた４と述懐して

いるほどである。呉覚農が活動家といわれるほど実際の女性運動に参加していたか

どうかは不明だが，呉覚農はその「婦女問題」をテーマにして本名以外に Y.D.や

詠唐というペンネームを用いて５『婦女雑誌』だけでなく，『婦女評論』（『民国日報』

副刊），『婦女声』，『現代婦女』（『時事新報』副刊），『婦女週報（『民国日報』副刊）』，

『新女性』にも原稿を送っていた。 

 これらの執筆活動は女性問題への関心・問題意識に基づくだけでなく，同時に原

稿料によって生計を図るためでもあった。呉覚農は自分のためだけでなく，留学を

終え帰国後仕事のない夏衍のためにもベーベルの『社会主義と婦女』を提供して，

翻訳料取得の手立てを図った。定職のない知識人や反体制派の思想家や活動家にと

って，国外の新しい思想の受容紹介は自他ともに要求されていた。また新しい刊行

物を出す出版元にとっても，翻訳者や紹介者は必要とされていたのであった。当時

新しい思想を提供する側であった日本においても，思想家たちが吸収し構築した思

想を筆先から時間をおかずに文字化していった。彼らの執筆活動もまた呉覚農たち

と同じように，生計を意図するものでもあった６。当時の上海は，中国の中でも特

に出版業が盛んで，定期刊行物の種類，部数とも最多であった。 

 

 このような出版環境において，女性向けの定期刊行物もその例外ではなかったが，

女性刊行物はほとんどが1～2年のごく短い期間しか発行されていない７。例外は宗

教界のバックグラウンドをもつ『女鐸』８『節制』９『女青年』10や職業意識のある

『女蠶』11以外には，わずかに『婦女旬刊』（1917～1948）と『婦女雑誌』（1915～

1931）を挙げることが出来るだけである。呉覚農が発表した女性刊行物は，『婦女雑

誌』『婦女評論』『婦女声』『現代婦女』『婦女週報』『新女性』であるが，これらの刊

行物は以下のような歴史を示す。 
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 1921年8月創刊の『婦女評論』，同年12月創刊の『婦女声』，婦女問題研究会と中華

節制研究会が合同編集した『現代婦女』，『婦女評論』と『現代婦女』が合併し婦女

問題研究会が出した『婦女週報』，1919年から章錫琛が編集主幹であった『婦女雑誌』

やその後1926年に創刊された『新女性』，これらの編集者と執筆者の中心には李達、

丏陳望道、夏 尊、胡愈之がいて，その周りに革新的な「浙江グループ」の青年たち

がいた。彼らには地域的・思想的に密接な関係性があり，それは一連の系統性をも

って継続されていったことが明らかである12。また一連の系統性を日本との関係で

丏見るならば，執筆陣に李達、陳望道、夏 尊、章錫琛、沈雁冰、周建人、任白濤な

ど日本留学経験者並びに日本語習得者が多いことを特記しなければならないだろう13。 

 

三．  

 

 呉覚農の結婚と離婚に関する訳著述は，西槇論文14や前述の拙稿で取り上げてい

るため，ここでは主として女性運動に関するものを見ていく。呉覚農には同時期に

農民運動や労働運動に関する著述もあるが，それらは主に編集部にいた親友の胡愈

之を通して『東方雑誌』に発表された15。また彼を通して「五四」以来『婦女雑誌』

の主幹であった章錫琛と知り合い『婦女雑誌』にも投稿するようになったのである16。 

 

 呉覚農の女性運動に関する訳著述は本稿付録の「呉覚農の著述・訳述関連一覧表」

から明らかなように，他のテーマを取り上げながら同時進行的に行われていた。し

かし恋愛、家族、離婚という問題が前半に多く扱われているのに比べ，女性運動関

連は後半の1922～23年に多く目に付く。それは彼の問題意識がその2年間に集中して

いたとみるか，歴史が彼に女性運動へ目を向けさせたというべきか，この点につい

ては後述したい。 

 呉覚農の女性運動に対する見解の公表は，まず1922年11月に奚明17が「婦女運動

の四大潮流」を『現代婦女』第9期に発表したことから始まる18。奚明は女性運動を

「4つの主要な潮流」，即ち次の４系統に分けて論じる。 

 １．「中上階級の婦女による」キリスト教の婦女運動 

 ２．「中上等の階級の人が多数を占める」婦女参政運動 

 ３．「第四階級の労働婦女が多数」の社会主義の婦女運動 

 ４．「婦女の最も重大な責任は未来の人類を創造することだと考える」母権運動 

 これに対し，呉覚農は女性運動を4種類に分けることについては，異論はなく，彼
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自身日本の婦人運動家を同様の分類で，１．宗教的慈善運動家 ２．女権運動家 ３．

母権運動家 ４．労働階級の婦女運動家 としている19。 

 しかし4種類に分けたうち，呉覚農は宗教的慈善運動家のなかに仏教関係者を入れ，

また女権運動家の代表として与謝野晶子をあげている。奚明は当時の中国において

「女権」のなかで最も注目されていた参政権獲得運動20をひとつの流れとしたが，

呉覚農の挙げた「女権」とは参政権だけでなく女性の「人」としての権利を意味し

た。中国と日本の女性運動の進展度に差異があるため，同列に並べて比較できない

が，両人の女性運動全般への認識の違いがここに表れているといえるだろう。 

 

 奚明の女性運動を分類する上での根本的な考えは，次の文中から知ることができ

る。 

 

 「あらゆる生物にはすべて2種類の主要な本能がある。ひとつは食の本能，もうひと

つは性の本能である。前者は個体の生存を維持することにあり，後者は種族の存続を維

持することにある。人類も生物のひとつであるため，当然この2種類の基本的な本能を

有している。しかし人類は別の生物と比べるとさらに進化している。そのためこの2つ

の本能を満足させる手段や方式は，他の生物よりずっと複雑である。 

 あらゆる社会の制度、風俗、習慣、道徳、宗教哲学、科学、芸術にいたるまですべて

この2つの基点から発生した。従来の社会は「男主女従」の社会で，男子は女子を性の

本能を満足させる道具としたが，女子の性の本能をすべて蔑視した。 

 婦女運動の本旨はこのような不合理な社会を改革して，婦女にも性の本能を十分に自

由に満足させ，その性の使命を全うさせ，男子や児童と共同で全種族の文化を発展させ

ることができる。」（「婦女運動の四大潮流」） 

 

 このように奚明は，「食の本能」と「性の本能」を人間社会の基点とし，それぞれ

を個体の生存と種族の存続を維持するために意義付けする。「性の本能」を人間社会

の1つの基点として，奚明にジェンダー的認識をもたせている。したがって女性運動

に対する分析や分類は，この「食の本能」と「性の本能」を主軸とする。 

 

 そこから次に奚明は，「キリスト教の婦女運動」と「社会主義の婦女運動」は婦女

運動ではない，「性の認識」からは「婦女参政運動」と「母権運動」が婦女運動であ

る，という。彼のいう「性の認識」とは現在のジェンダー認識に相当するであろう。 
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 これに対して呉覚農は次のようにいう21。 

 

 「第1の婦女運動はほとんどキリスト教徒が行っているが，婦人の性の解放に対して

少しも関係を生じていない。奚明先生だけでなく記者もこれに反対。しかし第4階級の

婦女運動は，性の問題に対して十分には注意していないが，次のように断言できる。ど

のような社会であろうと，もし食の問題が解決されない前に，性の問題の解決を求めよ

うとすることは，行動が目的と一致していないといえる。…… 

 しかし現在の世界の青年男女で経済に圧迫されて結婚を実行できない人が幾千万い

るか知れない。経済の関係で生涯独身の人が幾千万いるか知れない。恩愛の夫婦が経済

の影響を受けて，路頭に迷っている人がこれまた幾千万いるか知れない。ゆえに経済問

題が解決されない前には決して真実の性の問題を語ることはできないのである。たとえ

鼓吹や改革の方法が講じられても，小さな一部分の目的を達したに過ぎない。 

 社会主義者の言う『経済問題が解決すれば婦女問題もそれにつれて解決される』とい

うことは少し誇張しすぎではあるが，経済問題が解決された後に婦女問題の解決は十中

八九得られる。即ち性の問題もここから解決される希望に到達する。」 

 

 このように呉覚農は食の問題即ち経済の解決を図ることが，すべての問題に先行

されなければならないことを主張した。そして具体的に4種類の女性運動にそれがど

のように前提となるか説明する。 

 奚明は「キリスト教の婦女運動」は，慈善博愛の気持ちから出ていて，性の認識

は余り明らかでないことを指摘するが，それに対して呉覚農は同じ宗教者である回

教徒による婦女運動がトルコで展開され，多妻主義，「重男軽女（男尊女卑）」の因

習的な制度習慣が撤廃消滅されようとしていることを説明する22。この「回教国ト

ルコの婦女運動」について，呉覚農は山川家を直接訪問して菊栄・均夫妻と話をし

た時に，菊栄の『女性改造』の論文をもらっている23ため，菊栄の文章から知った

と思われる。 

 

 第四階級の女性による「社会主義婦女運動」について，奚明は，「欧米では非常に

盛んで，ロシアではすでに実行している。しかし中国にはまだ入っておらず，小部

分の女子がこの思想を持っているだけだ」と述べるに留まっている。 

 また4番目の「母権運動」については，「哲学的，生物学的，人類学的，社会学的

根拠から出発し，婦人のもっとも重大な責任は，未来の人類を創造することにある
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と考える。……それ故婦女は人の自由を持つべきで，特に女性の自由を持つべきこ

とを主張する。いわゆる女性の自由とは恋愛の選択と母性の自由，子女を生み育て

る自由，母性の幸福を享楽する自由である。」という。 

 

 それに対して呉覚農は，母権運動は女性運動の中で「是非とも必要な」運動であ

る。「人類社会の一方面では固より『個人の発展』を図るべきであり，多方面では『種

族の進化』に特に注意しなければならない。男女両性に強弱優劣があるという旧説

に反対だが，男女の生理上や心理上に相異なる組織があることは認めないわけには

いかない」と述べている24。 

 呉覚農は「現代の最も権威ある婦女主義者」で「力を極めて母性尊重を主張する

一人」として，エレン・ケイを捉えている。そしてエレン・ケイの考える母権運動

は「現代社会のなかでは，ひとつの理論に過ぎず，決して即時には実現されない」

という25。さらに山川菊栄と長時間討論したときに，彼女が「エレン・ケイの思想

は社会主義が実現する以前には空論に近くなる」といったことを引く。そして「第

四階級の婦女運動が，婦女を解放する。『人』の問題の道は，第4の即ち母権運動に

到達する道である」といって，自分と奚明との根本的な違いがここにあるという26。 

 

 奚明の方はそれに対して誤解があるとして，「ＹＤ先生に答える」27の冒頭で次の

ように弁明する。自分は「第四階級の婦女運動に反対ではない。それだけではなく

婦女問題を解決するには，まず第四階級の婦女の覚悟を促さなければならない」と。

しかし第四階級の婦女運動は「もっぱら経済組織を改革して貧富階級を除去するこ

とを主旨とする。その運動の対象は両性の不平等から貧富階級の不平等に移り，性

の差別に対しては注意が不十分である。それゆえ婦女運動というより，社会主義運

動あるいは経済革命事業というほうが妥当である。」と述べる。 

 さらに「運動に従事するのが婦女であるから，この運動によって婦女問題の一部

分を解決できるだろう。しかし，それでは第四階級の婦女運動というより，第四階

級の運動というほうが妥当だ。この運動の手段や目標は，第四階級の男子運動と区

別がない。しかも全第四階級―男女を分かたず―が力を出して協力する婦女の運動

ではなく，婦女による運動でもない。」と述べて，第四階級といわれる労働者階級の

女性による社会主義の婦女運動は，女性のための運動でないことを指摘する28。 

 そして次の点を強調している。 

 



1920年代初頭における日本と中国の女性定期刊行物 

―呉覚農が紹介・論争した女性運動論からみる― 

―7― 

 「……経済問題は食の本能から発生するものであり，婦女問題は性の本能から発生す

るものである。」 

 

 一方，呉覚農は「わが国の婦女運動の進展方向はもとよりいろいろあるが，決し

て空想的，遊戯的，個人的，享楽的な婦女運動にしてはならない。しかも下層階級

の苦難を受けている諸姉妹たちを忘れずに，目標を定めて的確に行わなければなら

ない」といって，女性運動に第四階級である「下層階級の諸姉妹」を組みこまなけ

ればならないことを強調する29。 

 呉覚農のこのような考えには，山川菊栄の女性運動論の影響が顕著にみえる。 

 彼女は「無産階級の婦人運動」30の中で，次のように述べている。 

 

 中流階級の女権運動は「資本主義の発展によって，一方家事と育児の負担を軽減せら

れ，他方自活の必要に迫られた中流婦人の，教育，職業，及び参政権に対する機会均等

の要求であった。……けれど女権運動は……母性に伴う女性特有の義務と権利を没却し

て居った。女権論者は，婦人を資本主義的競争の巷に遂うに急であった。人類の母とし

ての使命を全うするに適した環境を作り出す問題を忘れていた。……かくて女権運動の

成功は，中流婦人に教育や職業の門戸開放をもたらしたに留まり，無産婦人―母として，

また賃金労働者として―の大衆にもっとも痛切な，最も重大な影響のある婦人労働の問

題には触れ得なかった。」 

 しかし「婦人運動の焦点」が「ブルジョアの手からプロレタリアの手に移る」と，「婦

人問題の中心は参政の問題ではなくて，婦人労働及び母性保護の問題に移った。……プ

ロレタリアの婦人運動は，生産者として，同時に母としての婦人の解放に終始する。前

者が対男子の運動であったに引き換え，これは対資本家階級の運動である。」 

 

 奚明はＹＤ（呉覚農）の反論に対する弁明の最後で次のように結ぶ。 

 

 「ＹＤ先生は，経済問題が解決すれば婦女問題も解決するという話は誇張しすぎると

認めており，また第四階級の婦女運動は母権運動に到達する道であるといっている。こ

れらはすべて私と一致する。ＹＤ先生は第2点目を私と根本的に異なるところとしてい

るが，これはＹＤ先生が私を誤解しているところだと思う。」（「ＹＤ先生に答える」『現

代婦女』第12期 1922年12月26日） 
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 奚明は呉覚農との応答で誤解を除けば，意見は一致していることを確認し，特に

一致点として母権運動を挙げている。 

 奚明は最初の「婦女運動の四大潮流」の語調に比べると1と3の婦女運動に対する

分析が柔軟になっているが，その論理的根拠が変わったわけではない。食と性の二

元思考である。それに対して呉覚農は，食すなわち経済問題がすべての問題に先行

すると明確に対峙する。 

 

四． 

 

 当時の中国の女性運動をどのように分類するかについて，奚明や呉覚農以外の諸

説も多く目に付くが，そのなかで女性問題を多く論じている瑟廬は「わが国の婦女

運動は英米の女権運動に属すること疑いなし」といい，次のように中国における女

権運動を説明する。 

 

 「女権運動は，婦女運動が初歩である中国では母権運動に比べれば適切である。…女

子が隷属的な状態にあり，その個性を発揮できないために，いわゆる「人の自由」を要

求しないわけにはいかない。しかしこの人の自由の獲得は婦女運動が必ず経なければな

らない道ではあるが，決して婦女運動の終極の目的とすることはできない。婦女運動の

終極の目的は「女性の自由」の獲得でなければならない。それゆえわが国の現在の婦女

運動は女権運動から入らねばならないが，最も根本的な目的とするかどうかについては，

深く考えなければならないところである。」（「婦女運動の新傾向」31） 

 

 と述べている。瑟廬のいう「女権運動」とは「女性」が自由になるための要求運

動である。具体的には憲法での女権の保障，財産権の獲得，平等な教育制度，男女

平等の婚姻法，公娼禁止や婢女売買の禁止，纏足の禁止などが挙げられている。奚

明の挙げた婦女参政運動は，瑟廬のいう「男子と同等の自由を要求する女権運動」

の一部分にすぎない。 

 喬峯32は「婦女運動はもとより各方面で，しかも同時に並行して行うべきだが，

その中心的な努力は便宜上参政権獲得を先行すべきである。」「婦女の参政権獲得は，

一面では，婦女の地位を高め，……また参政権を持った以後は多くの婦女問題の事

柄も容易に力となるところがある。」「中国の婦女運動が参政権要求から手をつける

ことは間違っていない。」それは「対象がはっきりし，標語も簡単で容易に人を軌道
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に引き入れやすい。対象がはっきりすれば，行いも一致しやすい」からだ，という。 

 そして過去10余年の中国の婦女運動について次のように述べる。 

 

 「私は10余年来，婦女運動といえる事柄は実はきわめて少ないと思う。以前愛国運動

をした婦女がいたし，革命事業で命を落とした婦女もいたが，厳密に言うとそれは決し

て婦女運動ではなく，女子決死隊や北伐隊とかの類は一時の感情的な衝動的行為だけで，

女権拡張のために出発したものではない。」33 

 

 参政権要求運動を女性運動の第1におくべきだとする喬峯の考えは，奚明とは異な

るが，政治運動や民族解放運動に女性が参加することは，女性運動ではないという

点は同じである。したがって，それらの民族的政治的課題が食の問題（経済）に直

結しなければ，呉覚農のいう第四階級の女性が先導する運動とはならない。 

 

 向警予は「中国の最近の婦女運動は労働婦女運動，女権運動及び参政運動，基督

教婦女運動の三派に分けられる」という34。労働婦女運動については，1922年に紡

織や製糸、タバコ等の工場で女性労働者が賃金引上げや待遇改善などを要求したス

トライキが激増したことから，向警予は「勇敢で，組織があり，戦える新興の婦女

労働軍は，婦女解放の先鋒であるだけでなく，…… 国民革命の前衛でもある」と

新たに位置づける。女権や参政運動は女性知識人が議員になることや1000人にも満

たない人たちが請願やお願い式の要求活動を行っているに過ぎない。キリスト教の

女性たちの運動は「外国資本の機械となる恐れがあり，中国国民運動の中で必要と

する運動ではない」と断定する。 

 

五． 

 

 呉覚農は私的空間の中では，兄嫁の上海での過酷な女工生活から労働女性や女性

運動に関心をもった35のであるが，中国女性運動史から見ると，1920年代の初めは，

女性運動が停滞した時期であった。しかも中国の女性運動がどのような方向に舵を

取るか，まだ模索中の時期でもあった。別の言い方をすれば，女性運動として何種

類かの道が可能と考えられていた。しかし，1922年に中国共産党，1926年には国民

党婦女部の方針によって，女性運動が国民革命に組み込まれる。 

 後に向警予が喬峯と同じ『婦女雑誌』の号の「今後の中国婦女の国民革命運動」
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のなかで，「中国の婦女運動はすでに国民革命運動の特性をもっている。……今後10

年内の中国婦女運動は決まりきった18世紀の欧米の女権運動の古い方式を学ぶので

はなく，全局を洞察し，機先を制して，国民革命運動の先駆となり，女権の道を開

くべきである。」と主張した。 

 このようにして奚明のいう「第四階級の労働婦女が多数の社会主義婦女運動」，呉

覚農のいう労働階級の婦女運動が主流となっていく。少なくとも中国の女性運動史

では最も重要視される系統となったのである。しかし他の系統が途絶えたのではな

く，各分野において女性たちの運動はそれぞれに展開されていた。女性運動史がど

のような視点で構築されるかによって他の流れも「歴史の地表に浮かび出る」こと

ができるだろう。 

 

六． 

 

 前述のように，呉覚農は日本留学を契機に日本の刊行物から多くの女性問題に関

する文章を訳出している。当時の日本の女性運動に言及した女性雑誌などについて

概観し，中国の女性刊行物との関連を見てみたい。呉覚農が日本側の関連著述を読

むうえで，後に結婚することになった陳宣昭の存在を特記しなければならないだろ

う。彼女は当時難関であった東京高等蚕糸学校に入学し，製糸教婦養成科で1923年

から25年の2年間在籍し卒業（２年制）した36。 

 

 明治も後半期になると日本の雑誌界は，「大別して，結社の主張に立つ言論雑誌、

実業界に情報を提供する実業雑誌、女性に対する啓蒙を目的とする女性雑誌、学生

の勉学向けや少年向けの雑誌、そして文芸雑誌などが刊行されていた。言論雑誌は

民友社の機関誌『国民之友』（1887創刊）と三宅雪嶺主宰の『日本人』（1888創刊，

明治40年に『日本及日本人』と改題）との二誌がリードしていた。37」『国民之友』

は政治・経済・教育の諸分野だけでなく，文芸欄や海外の思想動向欄，評論欄など

多彩な内容で，販売部数は各号1万2千以上であった。それに触発された博文館は1895

年に総合雑誌として『太陽』を創刊し，「日本という国民国家における各分野の最高

水準を一覧できるようにし，かつ，それを平易で一般的に展開しなければならない」

ものとした。『太陽』は第2巻（1896年）から「家庭」欄（第4巻からは「家庭及叢談」）

を設け，厳本善治が担当していたが，明治34年1月には『女学世界』（～1925年6月）

を別個に創刊する。『太陽』はその後も「国民之教養常識の素材を提供する」「国民
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のための公器」を目指し，女子問題に関しても企画している。 

 呉覚農の日本留学前後には，『太陽』（プラトン社）、『中央公論』（中央公論社）そ

して創刊間もない『改造』（改造社）が総合雑誌として日本の新しい思想界を牽引し

ていた。同時に時代の要請の下で，それらの総合雑誌はすでに女性特集号を組んで

いる。『太陽』は1913年6月（19：9）に「近時之婦人問題」特集，『中央公論』は1913

年7月（28：9）臨時増刊に「婦人問題号」，『改造』は1922年7月号に特集「婦人運動

の新傾向」を組んだ。各女性特集号は好評で売り上げを伸ばし，さらにこれも新し

い時代の流れのなかで，それぞれの総合雑誌発行の出版社は競うように女性版を創

刊した。『中央公論』は1916年1月に『婦人公論』を出し，知的な女性向けにさまざ

まな問題や話題を取り上げ，長い生命を保って，現在にまで至っている。プラトン

社は1922年5月に『女性』を出した。「“日本モダニズム”の風潮を色濃く反映してい

る」雑誌で，「欧米発の近代的な生活合理主義や風俗の解放の動きを，『女性』はい

ち早くとり入れ紹介した。38」 『改造』は同年10月に『女性改造』を創刊して，

女性の解放を目する左派的な言論活動を展開していった。 

 

 新しい国家、社会から家族像や人間関係に至る「中国の将来」を模索していた中

国人留学生にとって，これらの雑誌は彼らの知識欲や思索の糧となっただけでなく，

母国の新聞雑誌に投稿する翻訳の材料という経済的糧ともなったのであった。 

 呉覚農の訳出した原著は，後掲の「一覧」をみると，『婦人公論』『女性改造』な

どに掲載されたものだとわかるが，次に『婦女雑誌』第９巻第１号「婦女運動」特

集号（1923年1月１日）のなかから，日本の女性雑誌などからの翻訳及び日本の女性

問題関連の著述を挙げてみると，以下のようになる。 

 

 １．「婦女運動」特集号と日本関連の訳者・執筆者（「原著題名」『原著掲載誌』） 

  尚一訳・本間久雄（「婦女運動の根底にある2つの主張」掲載誌不明） 

無競訳・千葉亀雄「女権発達史話」（「女権発達史」『婦人公論』1922年2月号） 

祁森煥訳・山川菊栄「無産階級的婦女運動」（「無産階級の婦人運動」『女性改造』

創刊号，1922年10月号） 

祁森煥「日本婦女運動的過去和現在（文化運動、政治運動、社会運動の主張）」 

Y.D.「日本婦女團體及婦女運動者訪問記」 

  ２．日本女性運動以外の日本語からの訳述 

  雲鶴訳・英国羅素夫人「中國的女權主義及女性改造運動」（ドナ・ラッセル「支
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那に於ける中国の女権主義と女性改造運動」（『女性改造』創刊号） 

呉覚農，L.T.訳・吉田静致「欧米婦女運動近況」（掲載誌不明） 

易閑・山川菊栄「回教國的婦女運動」（「回教国の婦人問題」『女性改造』1:2，

1922年11月号） 

施存統訳・厨川白村 脫「憶伏爾斯頓克拉夫 女士」（「黎明期の第一声―ゴドヰン

夫人ウオルストンクラフトを憶う」『女性改造』1：2） 

Ｙ.Ｄ.「西維亞班霍斯德女士自敘傳」（シルヴィア・パンクハースト「婦人参政

より共産主義へ」『改造』3：12，1921年11月号） 

 

  『婦女雑誌』全体からみると，日本の『婦人公論』や『主婦の友』などからの

翻訳が多く掲載されているが，「婦女運動」特集号は日本の『女性改造』が創刊され

た翌年という時間的緊密性と，『女性改造』のもつ革新性が，当時の『婦女雑誌』の

編集部の周辺にいた青年たちを惹きつけた。と同時に前年の1922年には上海などの

女性労働者によるストライキ運動が激増したことが最大の要因と考えなければなら

ないだろう。 

 また女性雑誌ではないが，前年の『東方雑誌』第19巻18号（1922年9月）には雑評

欄に喬峰（前出，周建人の筆名）「對於女權運動的希望（女権運動に対する希望）」，

女権運動欄に尚一（胡愈之の筆名）「近代婦女運動發生的途徑」，化魯（胡愈之の筆

名）「婦女參政運動的過去及現在」，健孟(周建人の筆名)「女權運動的根本要素」，高

山(周建人の筆名)「中國的女權運動」が掲載されている。 

 これらの資料から1922年から23年にかけて，青年知識人が中国の女性運動の方向

性について，関心を寄せていたことがわかる。また五で述べたように1922年7月に中

国共産党の女性運動に関する決議が出され，更に26年1月には中国国民党の「女性運

動決議案」が採択されるが，この二大政党が国民革命に女性を取りこんでいく中で，

実際の女性運動の方向性と内容はどのような影響を受けていったか，女権運動や母

権運動が，中国人のジェンダー認識にどのように反映継承されていったか，新たな

課題となるであろう。 

 

 

付録１ 呉覚農の著述・訳述関連一覧表 

付録２ 日本と中国の女性定期刊行物創刊年表［1885年～1926年］ 
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注 

１）王旭烽《茶者圣－吴觉觉觉》p.159～166 

２）拙稿『中国女性史研究』第17号（2008年2月）pp.64-88  

３）王旭烽（2003） 

４）夏衍著，阿部幸夫訳(1989)p.20。 陈陈,张张 纪 觉梅《世 行吟－夏衍 》(2005)p.53 
でも「呉覚農や章錫琛は婦女運動の積極分子で開明書店でも『新女性』という雑

誌を出版していたため，夏衍も無意識のうちに婦女問題に関心をもち始め，早期

のマルクス主義者ベーベルの『婦女と社会主義』を中国語に訳した」とある。夏

衍が呉覚農と知り合ったのは，それぞれの妻となった二人の女性（蔡淑馨と陳宣

昭は杭州省立蚕桑女子学校，さらに省立女子師範学校での同級生。蔡は1925年8

月に奈良に行き，9月から奈良女子高等師範学校に入学，陳は東京の蚕業養成学校

に入学）を介してであった。夏衍は1920-1927明治大学専門学校及び九州大学に留

学。その時期は帰国後の呉覚農も生計維持のために盛んに翻訳・文筆活動をして

いた。しかし一方では農学研究会を発足するなど専門分野での活躍もしていた。 

５）呉覚農のペンネームについては，拙稿「Y.D.とは誰か―日本の女性問題を紹介・

論評した呉覚農について」で詳述した。参照されたい。 

『恋愛 婚姻 女権 陳望道婦女問題論集』（編集責任張煉，2010年）では，Ｙ.

Ｄ.は陳望道のペンネームとして各訳著述を収録しているが，その根拠とするとこ

ろは記載されていないため，不明。呉覚農と陳望道は日本留学経験や執筆分野な

ど共通するものが多い。 

６）黒岩比佐子（2010）pp.215-217 
７）前山加奈子（1995）pp.117-118 
８）（1912.4～1941 復刊1944.7～1951.2）キリスト教の一宗派である広学会の刊行

物で，樂亮月，李冠芳，劉美麗が編集を担当した。 

９）（1922～1931）上海の中華婦女節制協会の刊行物，発行・編集責任者は劉王立明。 

10）（1922～1937）上海基督教女青年会（YWCA）の刊行物。 

11）（1923～1936）江蘇省呉県の女子蚕業学校校友会の出版物。 

12）これらの人物を中心として，以後開明書店の設立と経営に引き継がれていく。 

13） 李達は1913－1918東京帝国大学留学，陳望道は1915-1919早稲田大学法学部留

学，夏丏尊は1905-1907東京高等工業学校留学，章錫琛・沈雁冰・周建人は日本語

を習得，任白濤は1916-1921留学。 

14）西槇偉「一九二〇年代中国における恋愛観の受容と日本―『婦女雑誌』を中心
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に」東大比較文学会『比較文学研究』第64号，1993年12月。 

15）『東方雑誌』掲載には次の著述がある。Y.D.「八時間勞動制的沿革史」18巻23

号(1921年2月)，呉覚農「中国的農民問題」19巻16号（農業及農民運動号）（1922

年8月），呉覚農「日本農民運動中的趨勢」19巻16号（農業及農民運動号）（1922

年8月）。 

16）王旭烽『茶者圣－吴觉觉觉』p.35 
17）奚明：本名不明。『新女性』に文章を掲載しているところから中国婦女問題研究

会のメンバー或いはその周囲にいる人物と思われる。（『新女性』には創刊号に「女

界前途之大問題」，1：4に「讃美李昭實女士」，1：5に「礼教吃人了」がある。） 

18）呉覚農が呉慧芳の名で初めて女性運動に関して訳述したものは，『婦女声』に掲

載されたが，現在のところ未見。 

 『現代婦女』については，拙稿（2006）を参照されたい。 

19）「日本婦女団体及婦女運動者訪問記」『婦女雑誌』9：1   

20）五四運動以後，北京女子参政協進会と女権運動同盟会が組織され，活動を始め

た。 

21）「論第四階級的婦女運動質奚明先生（第四階級の婦女運動を論じ，奚明先生に訊

ねる）」『現代婦女』第10期（1922年12月6日） 

22）山川の「回教国の婦人運動」は『女性改造』1：2（1922年11月1日）に掲載。呉

覚農は同誌1：1掲載のドラ・ラッセルの「支那に於ける女権主義と女性改造運動」

を翻訳し，『現代婦女』の発表していること等から当該号を読んだことが推測でき

る。『婦女雑誌』9:１には訳文掲載。「回教国の婦人運動」には，「極端な男性中心

の宗教的信仰に煩わされ」奴隷や囚人のように扱われてきた回教民族の女性は，

「男子は民族的自由，宗教的自由を要求して起つ時」，家族制度よりの解放という

目標と経済的独立の機会を得たこと，また「回教民族の自覚に重大な刺激を及ぼ

したものはロシア革命で」，「革命の当初から…婦人解放を目標とする回教婦人団

体が族生した。……十一月革命は，更に一層回教婦人の目覚しい活動をうながし

た」とある。（pp.74-80） 

23）「日本婦女団体及婦女運動者訪問記」『婦女雑誌』9：1，pp.244-246 
24）呉覚農「愛倫凱的母権運動」『婦女雑誌』9-1，p.74 
25）先述した瑟廬は「われわれが今日婦女運動に従事するには，女権運動を手段と

して，母権運動を目的とするべきだ」（「婦女運動の新傾向」p.7）という。彼の

いう女権運動は「男子と同等の自由を要求する運動」で，「女子は男子と同様の能
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力を有している。それ故男子より卑劣な待遇を受けるべきではない」，また母権運

動とは「女性独特の自由を要求する運動」で，「女子は男子と同様の能力を有して

いるだけでなく女子特有の能力を有している。そのため男子に劣らない待遇を受

け，男子と異なる待遇を受けるべきである」を指す。（同上，p.2） 

26）「論第四階級的婦女運動質奚明先生」『現代婦女』第10期（1922年12月6日） 

 呉覚農は山川菊栄からの影響を受けているが、彼女の「第四階級の婦人運動」を

読んだかどうかは明らかでない。しかし少なくともその内容は直接聞いて知って

いたと思われる。 

27）「答ＹＤ先生」『現代婦女』第12期（1922年12月26日） 

28）陳望道は異なった階級の女性運動の性格（特質）について次のように指摘して

いる。「第三階級の女性運動の目標は，『女であるがゆえに』被ったさまざまな不

公平や不合理を取り除くことにある。したがって第三階級の女性運動は，女性の

男性に対する人権運動であり，第四階級の女性運動は，労働者の資本家に対する

経済運動である。」（『中国女性運動史1919-49』p.107，初出は「我想（二）」『新婦

女』4:4（1920年11月15日）未見）奚明の説と相通じるものがある。奚明は陳の筆

名か否か不明。 

29）26）と同じ。女性運動と第四階級に関して，王剣虹が比較的早く「女権運動の

中心は第四階級へ移行しなければならない」の中で，マルクス主義による女性運

動の方向性を打ち出している。（『婦女声』第1期，1921年12月） 

30）『女性改造』創刊号掲載（1922年10月） 

31）瑟廬「婦女運動的新傾向」『婦女雑誌』9：1（1923年1月1日）p.3 
32）喬峯：本名は周建人（1888－1984）浙江省紹興出身，五四時期に北京大学で学

び，1921年から上海の商務印書館で編集に従事する。『東方雑誌』『婦女雑誌』『自

然』を編集。同時に上海大学や神州女子学校等で教鞭をとる。上海文化界反帝抗

日同盟，中国民権保障同盟に参加。魯迅の末弟。 

33）喬峯「婦女運動的過去及将来応取的方針」『婦女雑誌』10：1「十年記念号」（1924

年1月1日）pp.22-28 
34）向警予「中国最近婦女運動」『前鋒』第1期（1923年7月1日）『中国婦女運動歴史

資料（1921－1927）』pp.86-93所収 

35）拙稿「Y.D.とは誰か―日本の女性問題を紹介・論評した呉覚農について」『中国

女性史研究』第17号，pp.72-73参照のこと。 

36）周一川[2000]pp.162～169 
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37）鈴木貞美編（2001）p.12 
38）「雑誌『女性』と中山太陽堂およびプラトン社について」『雑誌『女性』第48巻』

日本図書センター，1993年9月 p.7 
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